
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催期日：平成２７年９月２６日（土）～ ２７日（日）【水球の部】 

会   場：山口県立西京高等学校プール 
 
 
 
    

          

 

 

ご挨拶 
 
「第３回中国高等学校新人水泳競技選手権大会」が開催されますことを心から歓迎申

し上げます。 
 ご参加の皆様方のご便宜を図るため、ご宿泊等のお世話をＪＴＢ中国四国山口支店

でお取り扱いさせて頂くことになりました。大会のご成功に向け、精一杯のお手伝いを

させていただきますので、皆様方のお申込をお待ちしております。 
 

株式会社ＪＴＢ中国四国山口支店   
                         支店長 上田 英夫   

  

 

 

第３回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 

【水球の部】 

宿泊・弁当申込のご案内 



 

 
 

１．大会日程 

 

① 会期：平成２７年９月２６日（土）～２７日（日） 

② 会場：山口県立西京高等学校プール 

期   日 内   容 開  催  場  所 

９月２５日（金） 公式練習 山口県立西京高等学校プール 

９月２６日（土） 開会式、競技 山口県立西京高等学校プール 

９月２７日（日） 競技、閉会式 山口県立西京高等学校プール 

 

 

２．宿泊について 

 

① 宿泊日  平成２７年９月２５日（金）・９月２６日（土）  ２日間 

 

② 宿泊予定 『ホテルニュータナカ』        住所：山口市湯田温泉 2-6-24 

  『グリーンリッチホテル山口湯田温泉』  住所：山口市湯田温泉 4-7-11 

  『ホテル喜良久』        住所：山口市湯田温泉 4-4-3 

  ※グリーンリッチでの夕食は施設外での夕食となります。 

      

  ③ 旅行代金（宿泊代金）おとな（学生・引率教員）1人あたり 

部屋タイプ １泊２食料金（税込） 

シングル又はツイン（１名～２名利用） 

和室  （定員利用） 
８，８００円 

 

Ａ 宿泊代金は宿泊代・食事代・サービス料・税金・取扱料金が含まれます。 

Ｂ お部屋数には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。 

Ｃ 宿泊施設及び部屋割りにつきましては主催者一任とさせて頂きます。 

Ｄ 部屋の割当については一定の配慮をし、なるべく学校別にさせていただきますが、申込状況に 

より相部屋をお願いする場合がございますので予めご了承ください。 

Ｅ 食事については、１泊２食付。 

Ｆ 宿舎での欠食(夕食)については、マイナス１，０００円となります。（申込時の場合のみ） 

Ｇ ツインルーム・和室をお一人様でご利用の場合は、ご相談ください。 

Ｈ 添乗員は同行いたしません。各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身でおこなっていただ

きます。入宿時にはお申込後にお送りします「宿泊券」を施設フロントにご呈示ください。 

Ｉ 追加飲料、電話代、個人的性格の諸費用については各自ご精算ください。 

Ｊ 最少催行人数はシングルルーム１名、ツイン２名、和室２名。 

Ｋ 宿泊に関する変更・取消料は、下記「５」の通りです。（１件１名様につき下記を申し受けます） 

第３回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 宿泊・弁当申込のご案内 



 

３. 弁当について 

 

公式練習 ９月２５日(金)､ 大会１日目 ９月２６日(土)、２日目 ９月２７日(日)の弁当（昼食）については、

予約販売いたします。 

会場周辺には食事箇所があまりございませんので、弁当のご利用をお薦めいたします。(当日販売は致しません。) 

    ★料金 \８００（税込） 
※弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、下記「５」の通り取消料を 

適用させていただきます。 

４. お申込み・決定通知・お支払いについて 

①お申込み方法                                            

お申込みにつきましては、宿泊・弁当申込書（Ａ４版）をご記入いただき、弊社までＦＡＸをお願いいたします。 

（申し込み方法は間違いをさけるためＦＡＸ申込に限らせて頂きます） 申込締切 ： ９月１０ 日（木）必着  

②決定のご案内 

宿泊決定通知書（宿舎名）・弁当確認書・請求書等は９月１４日（月）頃までに郵送にてご送付致します。 

③お支払について 

  宿泊･弁当費用は､必ず事前に指定の口座にお振込下さい｡(当日のお支払いはお受けできませんのでご了承下さい) 

      ※お振込先・お振込期限は、宿泊決定通知書と一緒にお知らせ致します。（９月１８日予定） 

      ※振込手数料はお客様ご負担となります。 

      

５．申込内容のご変更･取消について 

お申し込み後、変更・取消が生じた場合は、宿泊・弁当申込書に変更となる箇所を二重線で抹消し、書き直しの上、

ＦＡＸにてお送りください。（お電話ではお受けできません）お申込み後の取消は下記取消料を申し受けます。  
 

 

 

 ご利用日の 2 日前まで 前 日 当 日 
旅行開始後の解除 

または無連絡不参加

宿泊取消料  無 料 40％ 50％ 全 額 

弁当取消料 無 料 全 額 全 額  全 額 

※災害等特別な事態が生じた場合は、別途考慮するものとします。 

 

６．宿泊・弁当のお申込み・お問い合せ先 
 

㈱ＪＴＢ中国四国山口支店 

『第３回 中国高等学校新人水泳競技選手権大会』 
 

〒753-0086 山口市中市町 1-18 TEL：083-922-3343 ／ FAX：083-922-3324 

総合旅行業務取扱管理者：大本 耕造／担当：佐藤・前田 

（営業時間 平日 09:30～17:30／土・日・祝は休業） 

●「総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明に

ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 
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ご旅行条件（要約） ■お申込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上 

    お申し込み下さい。 
 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ中国四国（広島県広島市中区紙屋町２－１－２２ 観光庁長官登録旅行業第１７６９号。以下「当社」

という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）

を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする

最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、

お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくこ

とがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、各箇所記載の金額を取消料として申し受けます。 
●旅行代金に含まれるもの 
各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税 
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

 ●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づ

き、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害につい

て、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・ 死亡補償金：１５００万円 
・ 入院見舞金：２～２０万円 
・ 通院見舞金：１～５万円 
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 
身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒書状（継続的に吸入、吸収又

は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 
●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申

込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
●個人情報の取扱について 
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただ

くほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受

領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提出し利用させて

いただきます。 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は２０１５年８月１日を基準としています。又、旅行代金は２０１５年８月１日現在の有効な運賃・規則を基準

として算出しています。 
 

観光庁長官登録旅行業第１７６９号

広島市中区紙屋町 2-1-22 〒730-0031 


